
●蛍光灯 から ＬＥＤ への切替

一般照明用の蛍光灯は、2027年末を期限に製造および輸出入が禁止されます。

ただし、期限後の販売・購入は可能

理由：「水銀に関する水俣条約第５回締約国会議」で蛍光ランプの製造等の

禁止が決定されました。

蛍光ランプに含まれる微量な水銀の規制による

注）蛍光灯器具のLED化は、ランプ交換のみではなく、器具ごと交換を推奨
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